
　
　 

業
法
改
正
の
歩
み
と
と
も
に
①

業
法
改
正
60
余
年
の
歴
史
を
辿
る

　
現
在
の
旅
行
業
法
の
前
身
で
あ
る
「
旅
行
あ
っ
旋
業
法
」
が
制
定
さ
れ

た
１
９
５
２
年
（
昭
和
27
年
）
か
ら
、
既
に
60
年
以
上
の
歳
月
が
経
過
し

ま
し
た
。
１
９
６
０
年
代
か
ら
２
０
０
０
年
代
に
い
た
る
ま
で
、
時
代
の

要
請
に
応
じ
て
改
正
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
旅
行
業
法
は
、
21
世
紀
の
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
産
業
と
し
て
観
光
立
国
の
実
現
を
担
う
旅
行
業
界
の
礎
と
も
い

う
べ
き
存
在
で
す
。
今
号
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
連
載
企
画
で
は
、
業
法
の

歴
史
を
振
り
返
る
と
同
時
に
、
そ
の
意
義
や
今
後
の
課
題
な
ど
を
考
え
て

い
き
ま
す
。

連
載

取
締
法
だ
っ
た「
旅
行
あ
っ
旋

業
法
」

　

戦
後
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総

司
令
部（
G
H
Q
）将
校
の
家
族
な
ど
が

箱
根
や
日
光
、京
都
な
ど
へ
旅
行
す
る
よ

う
に
な
る一方
、朝
鮮
戦
争
の
特
需
に
よっ

て
日
本
人
の
国
内
旅
行
も
増
加
し
て
、

旅
行
ビ
ジ
ネ
ス
を
取
り
締
ま
る
こ
と
が

社
会
的
要
請
と
し
て
高
ま
っ
て
い
た
時

代
に
制
定
さ
れ
た
の
が「
旅
行
あ
っ
旋
業

法
」で
す
。登
録
制
度
や
営
業
保
証
金

の
供
託
、料
金
の
明
示
な
ど
を
内
容
と

す
る
法
律
は
、産
業
振
興
よ
り
も
取
り

締
ま
り
の
色
彩
が
濃
い
も
の
で
し
た
。

　

こ
の
「
旅
行
あ
っ
旋
業
法
」
は
、
昭

和
30
年
代
に
入
っ
て
か
ら
3
次
に
わ
た

る
改
正
を
経
て
、
東
海
道
新
幹
線
が
開

業
し
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ

た
1
9
6
4
年
（
昭
和
39
年
）
に
は
第

4
次
の
改
正
が
行
わ
れ
、
一
般
旅
行

あ
っ
旋
業
と
邦
人
あ
っ
旋
業
に
区
分
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の

「
旅
行
あ
っ
旋
」
は
、
国
内
旅
行
し
か

想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
観

光
目
的
の
渡
航
が
自
由
化
さ
れ
、
海
外

旅
行
を
扱
う
一
般
旅
行
業
者
の
営
業
保

証
金
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
必
要
が
生

じ
て
い
ま
し
た
。

旅
行
者
保
護
の
弁
済
業
務
が

ス
タ
ー
ト

　

大
阪
で
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た

翌
年
の
1
9
7
1
年
（
昭
和
46
年
）
に

は
、
「
旅
行
あ
っ
旋
業
法
」
を
全
面
改

正
し
た
「
旅
行
業
法
」
が
施
行
さ
れ
て

い
ま
す
。
新
し
い
旅
行
業
法
で
は
、
一

般
旅
行
業
・
国
内
旅
行
業
・
旅
行
業
代

理
店
業
の
区
分
が
設
け
ら
れ
、
運
輸
大

臣
の
指
定
す
る
旅
行
業
協
会
が
苦
情
処

理
や
従
業
員
の
研
修
・
弁
済
業
務
を
担

う
形
と
な
り
、
世
界
的
に
も
珍
し
い
旅

行
者
の
保
護
を
図
る
弁
済
業
務
は
、

1
9
7
2
年
8
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
旅
行
業
務
取
扱
主
任

者
制
度
も
新
設
さ
れ
、
一
定
の
資
格
を

持
つ
主
任
者
を
営
業
所
ご
と
に
選
任
す

る
こ
と
で
、
旅
行
取
引
の
公
正
が
確
保

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

1
9
7
0
年
代
に
入
る
と
、
大
阪
万

博
直
後
に
国
鉄
が
展
開
し
た
「
デ
ィ
ス

カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

後
を
受
け
て
、
国
内
旅
行
の
分
野
で
も

海
外
旅
行
に
続
き
パ
ッ
ケ
ー
ジ
商
品
が

登
場
。
海
外
・
国
内
と
も
70
年
代
を
通

じ
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
が
旅
行
の
主

流
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、

旅
行
会
社
に
よ
る
責
任
の
所
在
を
め
ぐ

る
ト
ラ
ブ
ル
も
発
生
し
て
き
ま
し
た
。

主
催
旅
行
に
関
わ
る
責
任

を
明
確
化

　

1
9
8
3
年
（
昭
和
58
年
）
に
施
行

さ
れ
た
改
正
業
法
で
は
、
そ
う
し
た
市

場
動
向
も
反
映

し
て
、
主
催
旅

行
と
手
配
旅
行

を
区
分
し
て
、

主
催
旅
行
に

「
特
別
補
償
」

制
度
を
導
入

し
、
「
旅
程
管

理
」
も
義
務
付

け
ら
れ
る
形
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
旅
行
会
社
や

添
乗
員
に
よ
る
不
健
全
ツ
ア
ー
へ
の
関

わ
り
方
が
社
会
的
問
題
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
「
法
令
違
反
行
為
へ
の
関
与
」

も
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
催
旅
行
に
関
わ
る
責
任
の
明
確
化

は
、
1
9
9
6
年
（
平
成
8
年
）
に
施

行
さ
れ
た
改
正
業
法
で
も
、
主
催
旅
行

に
「
旅
程
保
証
」
制
度
が
導
入
さ
れ
た

こ
と
で
、
さ
ら
に
前
進
し
て
い
ま
す
。

主
催
旅
行
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
「
身

体
・
財
産
的
損
害
」
を
特
別
補
償
制
度

で
、
「
重
要
な
旅
程
の
変
更
」
を
旅
程

保
証
制
度
で
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ

と
に
よ
り
、
旅
行
業
者
が
「
一
定
の
責

任
を
負
う
」
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で

す
。
ま
た
、
こ
の
時
の
業
法
改
正
で
、

旅
行
業
区
分
も
従
来
の
形
か
ら
第
1

種
・
第
2
種
・
第
3
種
と
い
う
現
在
の

形
と
な
り
、
旅
行
業
者
を
海
外
・
国
内

と
い
っ
た
取
扱
分
野
よ
り
も
、
主
催
・

手
配
と
い
っ
た
取
扱
形
態
で
区
分
す
る

考
え
方
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

旅
行
業
者
の
積
極
性
と
主

体
性
推
進

　

さ
ら
に
、
1
9
9
6
年
（
平
成
8

年
）
施
行
の
改
正
業
法
で
手
配
旅
行
契

約
の
中
に
「
企
画
手
配
旅
行
」
が
創
設

さ
れ
た
の
に
続
き
、
2
0
0
5
年
（
平

成
17
年
）
施
行
の
改
正
業
法
で
は
こ
れ

を
「
募
集
型
企
画
旅
行
」
と
同
等
の
責

任
を
持
つ
「
受
注
型
企
画
旅
行
」
と
し

て
位
置
づ
け
る
な
ど
、
旅
行
業
者
の
積

極
的
・
主
体
的
な
関
わ
り
が
推
進
さ
れ

て
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
2
0
0
7
年
（
平
成
19
年
）

か
ら
は
、
制
限
付
き
で
第
3
種
旅
行
業

者
に
よ
る
国
内
募
集
型
企
画
旅
行
の
実

施
が
認
め
ら
れ
て
、
業
務
範
囲
が
拡
大

さ
れ
た
ほ
か
、
2
0
1
3
年
（
平
成
25

年
）
に
は
、
地
域
に
お
け
る
観
光
資
源

の
活
用
や
地
域
密
着
型
（
着
地
型
）
旅

行
の
促
進
を
図
る
た
め
「
地
域
限
定
旅

行
業
」
も
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
旅
行
あ
っ
旋
業
法
」か
ら
ス
タ
ー
ト

し
た
旅
行
業
法
は
、時
代
の
要
請
に
応
じ

る
形
で
数
次
に
わ
た
る
改
正
を
重
ね
、消

費
者
保
護
の
強
化
を
図
る一
方
で
産
業

振
興
の
側
面
か
ら
も
内
容
の
拡
充
が
進

め
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。次
回
か
ら
は
、

旅
行
業
法・旅
行
業
約
款
の
成
り
立
ち

や
現
在
の
市
場
環
境
を
踏
ま
え
た
個
別

の
課
題
な
ど
を
掘
り
下
げ
て
い
き
ま
す
。
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